
　１　個別事項

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

（名称） （所在地）

0.29

0.94

0.12

0.07

0.08

経 営 管 理 実 施 権 配 分 計 画

整　理
番　号

配２

経営管理実施権の設定を受ける
者（丙）

経営管理実施権を設定する市町
村（乙）

経営管理実
施権の始期

経営管理実
施権の存続

期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理実施
権に基づいて
行われる経営
管理の内容
（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙に支払われるべき
金銭がある場合にお
ける当該金銭（Ｅ）

の額の算定方法

備考
番号 所　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

有限会社　森林スマイル企画　代表取締役　強矢　栄子 小鹿野町下小鹿野１８８１

皆野町長　柴﨑　勉 皆野町大字皆野１４２０－１

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ）

1
皆野町金沢
日陰勝負沢

1391 45 23ｱ 山林 0.08
その他
広葉樹

64 2024.2.29
13年

（2037.12.31）
別添１参照 別添２参照 － 集2-1

2

3

64

64

－

－

4

5

その他
広葉樹

その他
広葉樹

ひのき

ひのき

0.21

0.43

0.04

0.19

6

7

8

9

10

11

12

1392-1

1395-1

1478-1

1478-2

1479

1479

1613

1622-1

1622-1

1622-1

1622-2

23ｲ

23ｳ

49ｳ

49ｳ

13

14

15

16

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

1623

1409

1410

1411

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

49ｱ

49ｲ

101

109ｱ

109ｲ

109ｴ

109ｳ

110

32ｱ

32ｲ

33ｱ

山林

山林

原野

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

原野

原野

山林

原野

0.03

0.03

0.02

すぎ

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

29
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48

29
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61
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0.82

0.65

0.01

0.01

0.07

0.12

0.12

0.01

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

1412

1413

1420

1423-1

1423-1

1423-1

1423-2

1427-1

1427-2

1427-3

1428

1431

1443

1448

1449-1

1449-1

1449-1

1449-2

1465

1467

1468

1506

1532-1

1533-1

1534

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

33ｲ

33ｳ

38ｳ

12ｱ

12ｲ

12ｳ

12ｴ

30ｲ

30ｳ

30ｴ

30ｵ

30ｱ

16ｱ

16ｲ

16ｳ

16ｴ

16ｶ

16ｵ

11

37ｱ

37ｲ

44ｳ

93ｱ

93ｲ

93ｳ

山林

原野

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

原野

原野

山林

0.02

0.09

0.14

0.04

0.06

0.09

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.05

0.10

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

その他
広葉樹

その他
広葉樹

すぎ

ひのき

ひのき

すぎ

すぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

すぎ

ひのき

くぬぎ

ひのき

すぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

69

69

96

60

53

54

54

57

57

57

57

57

25

81

76

66

25

66

60
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39

64
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64

64
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0.01

0.02

0.32

0.26

0.24

0.19

0.34

0.52

0.17

0.80

0.08

0.04

0.03

0.15

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

1537

1537

1540

1541

1544

1545

1416

1417-1

1417-2

1526

1526

1527

1486

1486

1487

1488-1

1488-1

1488-2

1489

1491

1492

1493

1493

1494

1495-1

45
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85ｱ

85ｲ

84ｱ

84ｲ

85ｳ

85ｴ

35ｱ

35ｲ

35ｳ

80ｱ

80ｲ

81

56ｱ

56ｲ

57

58ｱ

58ｲ

58ｳ

59

61

62

63ｱ

63ｲ

65

64ｱ

山林

山林

原野

山林

原野

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

0.19

0.05

0.06

0.09

0.06

0.18

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

その他
広葉樹

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

すぎ

58

58

58

58

58

58

69

70

70

67

67

68

73

73

73

76

65

73

73

58

76

58

80

73

80
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0.80

0.10

0.70

0.74

0.89

1.03

1.76

0.01

0.15

0.04

0.26

0.02

0.14

0.04

0.07

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

1495-1

1495-2

1496

1502

1502

1507

1507

1510

1511

1512

1513

1432

1432

1432

1433
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1434-1

1434-2

1451

1451
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1453-1
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64ｳ

55
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44ｴ

44ｵ
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70ｱ

70ｲ

70ｳ

14ｱ
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14ｳ

26ｱ

26ｴ

26ｲ

26ｳ

15ｱ
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山林

山林
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0.12

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

その他
広葉樹
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広葉樹
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ひのき
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あかまつ
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くぬぎ

ひのき
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くぬぎ

あかまつ

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

くぬぎ

すぎ

ひのき
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86

45
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39
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0.95

0.18

0.76

0.04

0.11

0.36

0.29

0.07

0.15

0.41

0.07

0.01

0.05

0.15

0.89
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100

101
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103
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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

1435-1

1437

1519

1519

1519

1457-1

1459-1

1459-1

1460

1597

1599

1599

1604

1604

1604

1618

1461

1462

1463

1463

1463

1464

1469-1

1469-2

1470

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

25

21

73ｱ

73ｲ

73ｲ

5

6ｱ

6ｲ

6ｳ

87ｱ

90ｱ

90ｲ

95ｱ

95ｲ

95ｳ

107

7

8

9ｱ

9ｲ

9ｳ

10

41ｱ

41ｲ

41ｳ

保安林

保安林

山林

山林

保安林

保安林

保安林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

0.11

0.03

その他
広葉樹

あかまつ

竹林

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

くぬぎ

すぎ

すぎ

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

ひのき

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

すぎ

69

61

―

46

46

59

68

53

68

65

53

53

75

86

75

59

78

73

73

59

44

56

69

69

58

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

〃

〃

〃

〃

集2-10

〃

〃

〃

〃

集2-8

〃

〃

〃

〃

集2-11

〃

〃

〃

集2-9

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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0.18

0.08

0.61

0.02

0.21

0.09

0.50

0.03

0.06137
皆野町金沢

塩入
1615 45 102 山林 すぎ 49 〃 〃 〃 〃 － 集2-18

135
皆野町金沢

塩入
1605-2 45 96ｳ 山林 すぎ 69 〃 〃 〃 〃 － 〃

136
皆野町金沢

塩入
1605-3 45 96ｴ 山林

その他
広葉樹

71 〃 〃 〃 〃 － 〃

133
皆野町金沢

塩入
1605-1 45 96ｱ 山林 ひのき 86 〃 〃 〃 〃 － 集2-17

134
皆野町金沢

塩入
1605-1 45 96ｲ 山林 すぎ 69 〃 〃 〃 〃 － 〃

0.48

131
皆野町金沢
草刈場

1499 45 67ｲ 山林 くぬぎ 71 〃 〃 〃 〃 － 〃

132
皆野町金沢

塩入
1536 45 95ｴ 山林 0.14 ひのき 43 〃 〃 〃 〃 － 集2-16

0.56

129
皆野町金沢
草刈場

1498 45 66ｲ 山林
その他
広葉樹

71 〃 〃 〃 〃 － 〃

130
皆野町金沢
草刈場

1499 45 67ｱ 山林
その他
広葉樹

75 〃 〃 〃 〃 － 〃

127
皆野町金沢
草刈場

1474 45 39ｳ 山林 すぎ 58 〃 〃 〃 〃 － 〃

128
皆野町金沢
草刈場

1497 45 66ｱ 山林 すぎ 67 〃 〃 〃 〃 － 〃

125
皆野町金沢
草刈場

1474 45 39ｱ 山林
その他
広葉樹

59 〃 〃 〃 〃 － 集2-15

126
皆野町金沢
草刈場

1474 45 39ｲ 山林 くぬぎ 59 〃 〃 〃 〃 － 〃

123
皆野町金沢
日陰勝負沢

1456-1 45 3ｵ 山林 すぎ 58 〃 〃 〃 〃 － 〃

124 皆野町金沢塩入 1530 45 83 原野 すぎ 59 〃 〃 〃 〃 － 〃

121
皆野町金沢
日陰勝負沢

1429 45 29 原野 0.04 くぬぎ 67 〃 〃 〃 〃 － 集2-14

122
皆野町金沢
日陰勝負沢

1456-1 45 3ｴ 山林 すぎ 58 〃 〃 〃 〃 － 〃

119
皆野町金沢
日陰勝負沢

1421-2 45 36ｲ 山林 0.32 すぎ 64 〃 〃 〃 〃 － 〃

120
皆野町金沢
日陰勝負沢

1395-2 45 23ｳ 山林 0.01
その他
広葉樹

64 〃 〃 〃 〃 － 集2-13

117
皆野町金沢
草刈場

1470 45 41ｴ 山林 すぎ 69 〃 〃 〃 〃 － 〃

118
皆野町金沢
日陰勝負沢

1421-1 45 36ｱ 山林 0.07
その他
広葉樹

64 〃 〃 〃 〃 － 集2-12
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山林 ひのき 53 〃 〃 〃 － 〃

19
皆野町金沢
日陰勝負沢

1420 45 38ｳ 山林 すぎ 96 〃 〃 〃 － 〃

20
皆野町金沢
日陰勝負沢

1423-1 45 12ｱ 山林 ひのき 60 〃 〃 〃 － 〃

0.01

0.82
皆野町金沢
日陰勝負沢

1423-1 45 12ｲ

皆野町金沢
日陰勝負沢

1412 45 33ｲ 山林 0.02 すぎ 69 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1413 45 33ｳ 原野 すぎ 69 〃 〃 〃 － 〃0.12

皆野町金沢
日陰勝負沢

1410 45 32ｲ 山林 0.03 すぎ 81 〃 〃 〃 － 〃

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

皆野町金沢
日陰勝負沢

1411 45 33ｱ 原野 0.02 すぎ 69 〃 〃 〃 － 〃

－ 〃

小班

皆野町金沢
日陰勝負沢

1409 45 32ｱ 原野 0.03 すぎ 81 皆野町大字下日野沢582 浅見　有男 〃 － 集2-4

地目
面積
ha

現況
樹種

2

3

4

5

6

林班

13
皆野町金沢

塩入
1623 45 110 原野 すぎ 73 〃 〃

丙が経営管理実施権の設定を受ける森林（Ａ） Ａの森林所有者（甲）

1
皆野町金沢
日陰勝負沢

1391 45 23ｱ 山林 0.08
その他
広葉樹

64 皆野町大字国神349-3 浅見　寿太郎

佐宗　房雄0.12

0.94

0.07

45 49ｳ 山林 ひのき 29 〃 〃

すぎ 61

0.08

7

8

9

10

11

山林

番号

別添３参照 － 集2-1

所　在 地番

丙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及

び方法

丙が乙にＥ
を支払うべ
き時期

備考

皆野町金沢
草刈場

1478-2

15

17

21

12

14

16

18

皆野町金沢
日陰勝負沢

1392-1 45 23ｲ

皆野町金沢
草刈場

1478-1 45 49ｳ

〃

山林 ひのき 46 〃 〃 〃

－ 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1395-1 45 23ｳ 山林
その他
広葉樹

64 〃 〃 〃 － 〃

ひのき 29 皆野町大字金沢1552-2 大上　晴夫 〃 － 集2-2原野

その他
広葉樹

64 〃 〃 〃0.21

0.43

0.04

－ 〃

すぎ 48 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1479 45 49ｲ 山林 ひのき 29 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1479 45 49ｱ 山林

0.19

0.29

〃

－ 集2-3

皆野町金沢
塩入

1622-1 45 109ｱ 山林 すぎ 58 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
塩入

1622-1 45 109ｲ 山林 すぎ 61 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
塩入

1613 45 101 山林 上尾市中妻5-12-27

－ 〃

皆野町金沢
塩入

1622-2 45 109ｳ 山林 すぎ 63 〃 〃 〃 －

皆野町金沢
塩入

1622-1 45 109ｴ

〃

〃
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山林 0.14 くぬぎ 57 〃 〃 － 〃

1427-2 45 30ｳ 山林 0.04 くぬぎ 57 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1423-1 45 12ｳ 山林 すぎ 54 〃 〃 〃 － 〃

0.82

26

27

28

29

30

31

32

33

22

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1427-3 45 30ｴ 山林 0.06 くぬぎ 57 〃

16ｱ 山林 0.01

0.09 くぬぎ 57

くぬぎ 25

23

24

25

皆野町金沢
日陰勝負沢

1427-1 45 30ｲ

皆野町金沢
日陰勝負沢

1428 45 30ｵ

皆野町金沢
日陰勝負沢

1443 45

〃

山林

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

1423-2 45 12ｴ 山林 0.09 すぎ 54 〃 〃 〃 － 〃

－ 〃

〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1431 45 30ｱ 山林 0.01 くぬぎ 57 〃 〃 〃 － 〃

〃 〃

〃 〃 〃 － 〃

25 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1448 45 16ｲ 山林 0.01 すぎ 81 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1449-1 45 16ｳ 山林 すぎ 76 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1449-2 45 16ｵ 山林 0.02
その他
広葉樹

66 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1449-1 45 16ｶ 山林
その他
広葉樹

0.65
皆野町金沢
日陰勝負沢

1449-1 45 16ｴ 山林
その他
広葉樹

66 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1465 45 11 山林 0.02 ひのき 60 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1467 45 37ｱ 山林 0.05 くぬぎ 60 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1468 45 37ｲ 山林 0.10 ひのき 39 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1506 45 44ｳ 山林 0.01 すぎ 64 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
塩入

1532-1 45 93ｱ 原野 0.01 くぬぎ 64 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
塩入

1533-1 45 93ｲ 原野 0.07 くぬぎ 64 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
塩入

1534 45 93ｳ 山林 0.12 くぬぎ 64 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

〃

〃

〃

〃84ｲ

58

58

58

58

〃

〃

〃

〃

－

－

－

85ｲ

84ｱ

0.24

皆野町金沢
塩入

〃

〃

〃

〃

〃

山林

山林

原野

山林

45

45

45

45

45 原野 〃

〃

〃

〃

〃

〃

－

－ 〃

1537

1537

1540

1541

1544

85ｱ

85ｳ

0.08

0.01

0.02 58

その他
広葉樹

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ

くぬぎ
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59 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1496 45 55 山林 すぎ 73 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1502 45 47ｱ 山林
その他
広葉樹

59 〃 〃 〃 － 〃

0.04

0.10
皆野町金沢
草刈場

1502 45 47ｲ 山林
その他
広葉樹

58 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1495-2 45 64ｳ 山林 すぎ 80 〃 〃 〃 － 〃0.14

皆野町金沢
草刈場

1494 45 65 山林 すぎ 73 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1495-1 45 64ｱ 山林 すぎ 80 〃 〃 〃 － 〃

0.26

0.80
皆野町金沢
草刈場

1495-1 45 64ｲ 山林
その他
広葉樹

皆野町金沢
草刈場

1493 45 63ｱ 山林
その他
広葉樹

58 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1493 45 63ｲ 山林 すぎ 80 〃 〃 〃 － 〃
0.17

皆野町金沢
草刈場

1491 45 61 山林 0.06
その他
広葉樹

58 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1492 45 62 山林 0.18 すぎ 76 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1488-2 45 58ｳ 山林 0.06 すぎ 73 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1489 45 59 山林 0.09 すぎ 73 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1488-1 45 58ｲ 山林
その他
広葉樹

65 〃 〃 〃 － 〃

47

48

49

50

57

58

60

62

64

66

68

70

59

61

63

65

67

69

71

51

52

53

54

55

56

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

〃

皆野町大字下日野沢582
東京都江戸川区大杉1-7-28　第二クリーンハイツ

2-Ａ室

〃

〃

〃

〃

〃

皆野町大字国神802

〃

〃

〃

〃

〃

〃

浅見　有男
栗山美津子

〃

〃

〃

〃

〃

柏木　友久

〃

〃

〃

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

〃

集2-5

〃

〃

〃

〃

〃

集2-6

〃

1545

1416

1417-1

1417-2

1526

1526

1527

1486

1486

1487

1488-1

85ｴ

35ｱ

35ｲ

35ｳ

80ｱ

80ｲ

81

56ｱ

56ｲ

57

58ｱ

0.32

0.19

0.05

0.04

0.03

0.19

0.34

0.15

0.52

58

69

70

70

67

67

68

73

73

73

76

くぬぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

すぎ
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89

90

91

92

93

94

95

96

皆野町金沢
草刈場

1513 45 70ｳ 山林 すぎ 71 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
日陰勝負沢

1432 45 14ｱ 山林 すぎ 96 大里郡寄居町大字西ノ入653-4 髙橋　央治 〃 － 集2-7

皆野町金沢
草刈場

1511 45 70ｱ 山林 すぎ 71 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1512 45 70ｲ 山林 すぎ 71 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1507 45 44ｵ 山林 ひのき 45 〃 〃 〃 － 〃
0.12

皆野町金沢
草刈場

1510 45 45 山林 0.07 すぎ 71 〃 〃 〃 － 〃

皆野町金沢
草刈場

1507 45 44ｴ 山林 すぎ 86 〃 〃 〃 － 〃

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

72

74

76

78

73

75

77

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

山林

山林

山林

保安林

保安林

保安林

山林

山林

山林

山林

山林

69

39

75

57

25

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

〃

〃

〃

〃

〃

〃

－

－

－

－

－

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

〃

〃

〃

〃

〃

〃

集2-8

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

栗山　美津子
東京都江戸川区大杉1-7-28　第二クリーンハイツ

2-Ａ室

〃 〃

〃

〃

〃 〃

〃

25

69

75

49

49

73

49

49

69

61

―

46

46

あかまつ

ひのき

くぬぎ

ひのき

くぬぎ

くぬぎ

あかまつ

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

くぬぎ

すぎ

ひのき

その他
広葉樹

あかまつ

竹林

ひのき

0.11

すぎ

14ｲ

14ｳ

26ｱ

26ｴ

26ｲ

26ｳ

15ｱ

15ｲ

4ｱ

4ｲ

3ｱ

3ｲ

3ｳ

25

21

73ｱ

73ｲ

73ｲ

1432

1432

1433

1433

1434-1

1434-2

1451

1451

1452

1452

1453-1

1453-1

1453-1

1435-1

1437

1519

1519

1519

0.01

0.15

0.04

0.70

0.74

0.26

0.02

0.89

1.03

1.76

0.04

0.76
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97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
塩入

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

45

45

45

45

45

45

45

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

保安林

保安林

山林

山林

山林

山林

山林

原野

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

〃

〃

〃

〃

〃

〃

集2-10

〃

〃

〃

〃

〃

集2-11

〃

〃

〃

集2-12

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

集2-9

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

集2-13

集2-14

－

－

－

〃

〃

〃

〃

〃

皆野町大字国神992

〃

山下　宏文

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

皆野町大字金沢1241

皆野町大字下日野沢576

〃

〃

〃

皆野町大字国神899

〃

平　常夫

〃

〃

〃

〃

〃

峯　邦夫

〃

〃

〃

黒沢　和也

〃

宮前　十久子

浅見　松生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

皆野町大字国神998

〃

〃

〃

〃

〃

皆野町大字皆野1080-6

〃

〃

59

68

53

68

64

64

64

67

65

53

53

75

86

75

59

78

73

73

59

44

56

69

69

58

69

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

ひのき

0.04

0.01

0.05

その他
広葉樹

すぎ

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

その他
広葉樹

くぬぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

すぎ

くぬぎ

すぎ

すぎ

1470

36ｲ

5

6ｱ

6ｲ

6ｳ

87ｱ

90ｱ

0.07

0.07

0.07

0.32

0.01

90ｲ

95ｱ

95ｲ

95ｳ

107

7

8

9ｱ

9ｲ

9ｳ

10

41ｱ

41ｲ

41ｳ

41ｴ

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1461

1462

1463

1463

1463

1464

1469-1

1457-1

1459-1

1460

1597

1599

1599

1604

1469-2

1470

1459-1

1604

1604

1618

36ｱ1421-1

1421-2

1395-2

1429 45

45

23ｳ

29

45

45

0.11

0.95

0.36

0.29

0.18

0.03

0.41

0.15

0.89

0.15
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける者（丙） 住　　　所（同上） 印

権利の設定をする市町村（乙） 住　　　所（同上） 印

（記載注意）

(１)　この個別事項は、経営管理実施権の設定を受ける者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

(３)　備考欄には、経営管理権集積計画の整理番号を記載すること。

有限会社　森林スマイル企画　代表取締役　強矢　栄子

皆野町長　柴﨑　勉　　　　　　　　　　　

136
皆野町金沢

塩入
1605-3 45 96ｴ

その他
広葉樹

71 〃 〃 〃 － 〃

137
皆野町金沢

塩入
1615 45 102 山林 すぎ 49 熊谷市上之1080-12 田端　和也 〃 － 集2-18

134
皆野町金沢

塩入
1605-1 45 96ｲ 山林 すぎ 69 〃 〃 〃 － 〃

135
皆野町金沢

塩入
1605-2 45 96ｳ 山林 すぎ 69 〃 〃 〃 － 〃

133
皆野町金沢

塩入
1605-1 45 96ｱ 山林 ひのき 86 皆野町大字金沢2452 眞々田　賢一 〃 － 集2-17

127

128

129

130

131

132

125

126

122

123

124

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢
日陰勝負沢

皆野町金沢塩入

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
草刈場

皆野町金沢
塩入

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山林

山林

原野

山林

山林

山林

山林

山林

山林

山林

－

－

－

－

－

－

〃

〃

〃

〃

〃

集2-16

〃

〃

〃

〃

〃

集2-15

〃

－

－

－

－

－

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

皆野町大字皆野2328-1

〃

深谷市普済寺1478-2 宮前　一雄

〃

〃

笠原　利男

〃

〃

〃

〃

〃

58

58

59

59

59

58

67

71

75

71

43

その他
広葉樹

くぬぎ

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

くぬぎ

すぎ

すぎ

その他
広葉樹

0.141536

3ｵ

83

39ｱ

39ｲ

39ｳ

66ｱ

66ｲ

67ｱ

67ｲ

95ｴ

1456-1

1456-1

1530

1474

1474

1474

山林

山林

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1497

1498

1499

1499

3ｴ
0.08

0.02

0.61

0.21

0.09

0.56

0.50

0.03

0.06

0.48
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(４)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定められた経営管理権集積計画に基づく森林の場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付する

とともに、備考欄に記載すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(５)　当該経営管理実施権配分計画の内容に関して丙が乙に提出した企画提案書及び図面を添付すること。

２　共通事項

この経営管理実施権配分計画の定めるところにより設定される経営管理実施権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところ
による。

（１）経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容
　丙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、造
林並びに保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する
経費を控除してなお利益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

（２）善管注意義務
　①　丙が経営管理実施権に基づき経営管理を行うに当たっては、善良なる管理者の注意を持って甲の利益に最も適合するように配慮しなければならない。
　②　甲は、この経営管理実施権配分計画の定める事項について、丙に対して義務の履行を求めることができる。

（３）監督義務
　乙は、丙に対して当該森林の経営管理の状況等について報告を年１回徴収することで、当該森林において経営管理が行われるよう努めなければならない。

（４）報告義務

　丙は、乙に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回報告しなければならない。

（５）経営管理実施権の対象とする森林

　当該森林にある立木は、甲に帰属する。

（６）経営管理実施権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理実施権配分計画の公告により、丙に経営管理実施権が、甲及び乙に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　丙に設定された経営管理実施権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に
対しても、その効力があるものとする。

（７）経営管理実施権の設定等の条件
①　乙は、当該森林に係る経営管理権集積計画を取り消す場合にはあらかじめ丙に通知するものとし、当該経営管理権集積計画を取り消した場合は、当該経営管
理実施権配分計画を取り消すものとする。

②　乙は、丙が次のいずれかに該当する場合には、経営管理実施権配分計画のうち丙に係る部分を取り消すことができる。
　ア　偽りその他不正な手段により乙に経営管理実施権配分計画を定めさせたことが判明した場合
　イ　森林経営管理法第36条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認める場合
　ウ　当該森林について経営管理を行っていないと認める場合
　エ　経営管理実施権配分計画に基づき支払われるべき金銭の支払又はこれに代わる供託をしない場合
　オ　正当な理由がなくて（４）の報告をしない場合
③　乙は、災害その他の事由により当該森林において、丙が（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難であると認めるときは、気象災等により被害が発
　生して(10）により復旧を行う場合を除き、この経営管理実施権配分計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。
④　丙は、１の個別事項に定める経営管理実施権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、甲及び乙の同意を得るものとする。
⑤　乙及び丙は、この経営管理実施権配分計画に定めるところにより設定される経営管理実施権に関する事項は変更しないものとする。
⑥　丙は、当該経営管理実施権の全部又は一部について、第三者に移転若しくは設定してはならない。
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⑦　丙の権利義務の全部を承継した者は、当該経営管理実施権についても承継するものとし、丙又は当該権利義務の全部を承継した者は、あらかじめ、その旨
　を甲及び乙に通知するものとする。

（８）甲への通知
　当該森林について販売収益が生じた場合、丙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

（９）森林への立入り及び施設の利用等

①　丙は、（１）及び（10）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは丙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定

　された森林作業道その他の施設を使用し、若しくは丙以外の者に使用させることができる。
②　丙は、（１）及び（10）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に路網その他の施設を設置し、又は丙以外の者に設置させることができ
　る。この場合において、丙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

（10）森林保険
①　気象災等により当該森林について被害が発生した場合、丙が復旧を行うこととし、復旧内容は甲と丙の協議により定める。
②　丙は、丙の費用負担において甲を被保険者として当該森林に生育する樹木について森林保険を付保することができ、その場合甲はこれを承諾する。
　　なお、当該付保に関する諸手続は丙がこれを行うものとする。
③　天災地変等の事由により保険事故が発生し、甲に支払われる保険金がある場合、丙は当該保険金の請求及び受領を甲から受任するものとし、丙が当該保険
　　金を復旧の用に供するため、当該保険金全額は丙に帰属すものとする。

（11）災害等による経営管理の不実施
　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、丙
は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。
①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき
②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（12）損害の賠償

①　丙は、丙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　丙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、丙は損害賠償責任を負わない。

（13）経営管理実施権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

①　経営管理実施権の存続期間の満了した場合において、甲乙丙の間で金銭の支払（１の個別事項に定める丙から甲に支払われるべき金銭及び丙が１の個別事

項に定める経営管理の内容の全部又は一部を実施していないことにより、丙が甲から預かった金銭のうち甲に返還すべき金銭除く。）は生じないとともに、

立木の所有権は甲に帰属するものとする。

②　経営管理実施権の存続期間の中途において経営管理実施権が消滅した場合において、丙が１の個別事項に定める経営管理の内容の全部又は一部を実施して

いない場合は、丙は甲に対して、実施していない経営管理の経費に相当する額を支払うものとする。
（14）その他

　この経営管理実施権配分計画に定めのない事項及びこの経営管理実施権配分計画に疑義が生じたときは、甲、乙、丙が協議して定める。
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皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

1449-2 45 16ｵ

1465 45 11

1431 45 30ｱ

1443 45 16ｱ

1448 45 16ｲ

1449-1 45 16ｳ

1449-1 45 16ｴ

1449-1 45 16ｶ

45 12ｳ

1423-2 45 12ｴ

1427-1 45 30ｲ

1427-2 45 30ｳ

1427-3 45 30ｴ

1428 45 30ｵ

109ｳ

1623 45 110

1409 45

45 33ｳ

1420 45 38ｳ

1423-1 45 12ｱ

1423-1 45 12ｲ

1423-1

1395-1 45 23ｳ

1478-1 45 49ｳ

1478-2 45 49ｳ

1479 45 49ｱ

32ｱ

1410 45 32ｲ

1411 45 33ｱ

1412 45 33ｲ

1413

別添１　経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容（Ｃ）

対象森林 経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容

所在 地番 林班 小班
皆野町金沢日陰勝負沢 1391 45 23ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1392-1 45 23ｲ

○　杉・桧は、存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を原則２回実施するものとする。ただし、樹木の成長
量が悪い場合には、間伐の実施は1回とする。
◯　なお、施業の実施にあたっては、渓畔林における不必要な伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のための年１～２回森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道からの目視によって
判断できる限りで行う。

1479 45 49ｲ

1613 45 101

1622-1 45 109ｱ

1622-1 45 109ｲ

1622-1 45 109ｴ

1622-2 45
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45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

皆野町金沢塩入

1533-1 45 93ｲ

1534 45 93ｳ

1467 45 37ｱ

1468 45 37ｲ

1506 45 44ｳ

1532-1 45 93ｱ

○　杉・桧は、存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を原則２回実施するものとする。ただし、樹木の成長
量が悪い場合には、間伐の実施は1回とする。
◯　なお、施業の実施にあたっては、渓畔林における不必要な伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のための年１～２回森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道からの目視によって
判断できる限りで行う。

1540 84ｱ

1541 84ｲ

1537 85ｱ

1537 85ｲ

1544 85ｳ

1545 85ｴ

1416 35ｱ

1417-1 35ｲ

1417-2 35ｳ

1526 80ｱ

1526 80ｲ

1527 81

1486 56ｱ

1486 56ｲ

1487 57

1488-1 58ｱ

1488-1 58ｲ

1488-2 58ｳ

1489 59

1491 6145

1492 62

1493 63ｱ

1493 63ｲ

1494 65

1495-1 64ｱ

1495-1 64ｲ

1495-2 64ｳ

1496 55

1502 47ｱ

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1502 47ｲ

1507 44ｴ

1507 44ｵ

1510 45

1511 70ｱ

45

45

45

45

45
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皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

45皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢草刈場 1469-1 45

皆野町金沢日陰勝負沢 1462 45

皆野町金沢塩入

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1464 45 10

41ｱ

皆野町金沢草刈場 1469-2 45 41ｲ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｳ

皆野町金沢塩入 1618 45 107

皆野町金沢日陰勝負沢 1461 45 7

8

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1460 45 6ｳ

皆野町金沢塩入 1597 45 87ｱ

皆野町金沢塩入 1599 45 90ｱ

皆野町金沢塩入 1599 45 90ｲ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｲ

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｲ

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1457-1 45 5

皆野町金沢日陰勝負沢 1459-1 45 6ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1459-1 45 6ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1437 45 21

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｱ

○　杉・桧は、存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を原則２回実施するものとする。ただし、樹木の成長
量が悪い場合には、間伐の実施は1回とする。
◯　なお、施業の実施にあたっては、渓畔林における不必要な伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のための年１～２回森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道からの目視によって
判断できる限りで行う。

1512 70ｲ

1513 70ｳ

1432 14ｱ

1432 14ｲ

45

45

45

45

1432 14ｳ

1433 26ｱ

1433 26ｴ

1434-1 26ｲ

1434-2 26ｳ

1451 15ｱ

1451 15ｲ

1452 4ｱ

1452 4ｲ

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1453-1 3ｱ

1453-1 3ｲ

1453-1 3ｳ

1435-1 25

1604 45 95ｱ

45

45

45
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45

45

45

45

45

45

45

45

45

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢塩入

1429 29

1456-1 3ｴ

1456-1 3ｵ

皆野町金沢塩入 1615 45 102

皆野町金沢草刈場 1499 45 67ｱ

皆野町金沢草刈場 1499 45 67ｲ

皆野町金沢塩入 1536 45 95ｴ

皆野町金沢草刈場 45

45

45

45

45

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢草刈場

1530 83

1474 39ｱ

1474

○　杉・桧は、存続期間中に間伐及び間伐により生じた木材の販売を原則２回実施するものとする。ただし、樹木の成長
量が悪い場合には、間伐の実施は1回とする。
◯　なお、施業の実施にあたっては、渓畔林における不必要な伐採は控える等、生物多様性に配慮するものとする。
○　火災、病虫害及び気象害の予防のための年１～２回森林の巡視を行うものとし、当該巡視は林道からの目視によって
判断できる限りで行う。

1470 41ｳ

1470 41ｴ

1421-1 36ｱ

1421-2 36ｲ

1395-2 23ｳ

39ｲ

1474 39ｳ

1497 66ｱ

1498 66ｲ

皆野町金沢塩入 1605-1 45 96ｱ

皆野町金沢塩入 1605-1 45 96ｲ

皆野町金沢塩入 1605-2 45 96ｳ

皆野町金沢塩入 1605-3 45 96ｴ
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皆野町金沢日陰勝負沢 1443 45 16ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1448 45 16ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1427-1 45 30ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1427-2 45 30ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1427-3 45 30ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1428 45 30ｵ

皆野町金沢日陰勝負沢 1431 45 30ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1420 45 38ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-1 45 12ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-1 45 12ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-1 45 12ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-2 45 12ｴ

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額から間伐に係る経費、木材の販売に係る経
費及びその他経営管理に係る経費（森林保険の保険料、森林の保護等に要する経費）として乙が算定した額を控除した額
とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施
権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。
○　乙が算定する木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管
理実施権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。

（４．留意事項）
○　伐採等に要した経費の実費が（３．伐採等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合につい
ては、その差額は丙が負担するものとする。

皆野町金沢日陰勝負沢 1410 45 32ｲ

皆野町金沢塩入 1622-1 45 109ｴ

皆野町金沢塩入 1622-2 45 109ｳ

皆野町金沢塩入 1623 45 110

皆野町金沢日陰勝負沢 1409 45 32ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1411 45 33ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1412 45 33ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1413 45 33ｳ

皆野町金沢草刈場 1479 45 49ｱ

皆野町金沢草刈場 1479 45 49ｲ

皆野町金沢塩入 1613 45 101

皆野町金沢塩入 1622-1 45 109ｱ

皆野町金沢塩入 1622-1 45 109ｲ

23ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1392-1 45 23ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1395-1 45 23ｳ

皆野町金沢草刈場 1478-1 45 49ｳ

皆野町金沢草刈場 1478-2 45 49ｳ

別添２　木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

対象森林
木材の販売による収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

所在 地番 林班 小班

皆野町金沢日陰勝負沢 1391 45
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皆野町金沢日陰勝負沢 1449-2 45 16ｵ

皆野町金沢日陰勝負沢 1465 45 11

皆野町金沢塩入 1534 45 93ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1467 45 37ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1468 45 37ｲ

皆野町金沢草刈場 1506 45 44ｳ

皆野町金沢塩入 1532-1 45 93ｱ

皆野町金沢塩入 1533-1 45 93ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1449-1 45 16ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1449-1 45 16ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1449-1 45 16ｶ

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額から間伐に係る経費、木材の販売に係る経
費及びその他経営管理に係る経費（森林保険の保険料、森林の保護等に要する経費）として乙が算定した額を控除した額
とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施
権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。
○　乙が算定する木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管
理実施権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。

（４．留意事項）
○　伐採等に要した経費の実費が（３．伐採等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合につい
ては、その差額は丙が負担するものとする。

皆野町金沢塩入 1537 45 85ｱ

皆野町金沢塩入 1537 45 85ｲ

皆野町金沢塩入 1540 45 84ｱ

皆野町金沢塩入 1541 45 84ｲ

皆野町金沢塩入 1544 45 85ｳ

皆野町金沢塩入 1545 45 85ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1416 45 35ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1417-1 45 35ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1417-2 45 35ｳ

皆野町金沢塩入 1526 45 80ｱ

皆野町金沢塩入 1526 45 80ｲ

皆野町金沢塩入 1527 45 81

皆野町金沢草刈場 1486 45 56ｱ

皆野町金沢草刈場 1486 45 56ｲ

皆野町金沢草刈場 1487 45 57

皆野町金沢草刈場 1488-1 45 58ｱ

皆野町金沢草刈場 1488-1 45 58ｲ

皆野町金沢草刈場 1488-2 45 58ｳ

皆野町金沢草刈場 1489 45 59

皆野町金沢草刈場 1491 45 61

皆野町金沢草刈場 1492 45 62

皆野町金沢草刈場 1493 45 63ｱ

皆野町金沢草刈場 1493 45 63ｲ

皆野町金沢草刈場 1494 45 65
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（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額から間伐に係る経費、木材の販売に係る経
費及びその他経営管理に係る経費（森林保険の保険料、森林の保護等に要する経費）として乙が算定した額を控除した額
とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施
権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。
○　乙が算定する木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管
理実施権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。

（４．留意事項）
○　伐採等に要した経費の実費が（３．伐採等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合につい
ては、その差額は丙が負担するものとする。

皆野町金沢草刈場 1495-1 45 64ｱ

皆野町金沢草刈場 1495-1 45 64ｲ

皆野町金沢草刈場 1495-2 45 64ｳ

皆野町金沢草刈場 1496 45 55

皆野町金沢草刈場 1502 45 47ｱ

皆野町金沢草刈場 1502 45 47ｲ

皆野町金沢草刈場 1507 45 44ｴ

皆野町金沢草刈場 1507 45 44ｵ

皆野町金沢草刈場 1510 45 45

皆野町金沢草刈場 1511 45 70ｱ

皆野町金沢草刈場 1512 45 70ｲ

皆野町金沢草刈場 1513 45 70ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1432 45 14ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1432 45 14ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1432 45 14ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1433 45 26ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1433 45 26ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1434-1 45 26ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1434-2 45 26ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1451 45 15ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1451 45 15ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1452 45 4ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1452 45 4ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1453-1 45 3ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1453-1 45 3ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1453-1 45 3ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1435-1 45 25

皆野町金沢日陰勝負沢 1437 45 21

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｱ

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｲ

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1457-1 45 5

皆野町金沢日陰勝負沢 1459-1 45 6ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1459-1 45 6ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1460 45 6ｳ
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（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額から間伐に係る経費、木材の販売に係る経
費及びその他経営管理に係る経費（森林保険の保険料、森林の保護等に要する経費）として乙が算定した額を控除した額
とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施
権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。
○　乙が算定する木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管
理実施権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。

（４．留意事項）
○　伐採等に要した経費の実費が（３．伐採等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合につい
ては、その差額は丙が負担するものとする。

皆野町金沢塩入 1605-1 45 96ｲ

皆野町金沢塩入 1605-2 45 96ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1456-1 45 3ｵ

皆野町金沢草刈場 1499 45 67ｲ

皆野町金沢塩入 1536 45 95ｴ

皆野町金沢塩入 1605-1 45 96ｱ

皆野町金沢草刈場 1497 45 66ｱ

皆野町金沢草刈場 1498 45 66ｲ

皆野町金沢草刈場 1499 45 67ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1421-1 45 36ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1421-2 45 36ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1395-2 45 23ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1429 45 29

皆野町金沢日陰勝負沢 1456-1 45 3ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1464 45 10

皆野町金沢草刈場 1469-1 45 41ｱ

皆野町金沢草刈場 1469-2 45 41ｲ

皆野町金沢草刈場 1470 45 41ｳ

皆野町金沢草刈場 1470 45 41ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1462 45 8

皆野町金沢塩入 1597 45 87ｱ

皆野町金沢塩入 1599 45 90ｱ

皆野町金沢塩入 1599 45 90ｲ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｱ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｲ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｳ

皆野町金沢塩入 1618 45 107

皆野町金沢日陰勝負沢 1461 45 7

皆野町金沢塩入 1530 45 83

皆野町金沢草刈場 1474 45 39ｱ

皆野町金沢草刈場 1474 45 39ｲ

皆野町金沢草刈場 1474 45 39ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｳ
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（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定方法）
○　間伐について甲に支払われるべき金銭の額は、木材の販売による収益の額から間伐に係る経費、木材の販売に係る経
費及びその他経営管理に係る経費（森林保険の保険料、森林の保護等に要する経費）として乙が算定した額を控除した額
とする。

（２．木材の販売収益の額の算定方法）
○　間伐に係る木材の販売収益については、実際に木材を販売して得られた収益の額とする。

（３．伐採等に要する経費の算定方法）
○　乙が算定する間伐に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管理実施
権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。
○　乙が算定する木材の販売に係る経費については、丙が経営管理実施権の設定を受けるに当たって乙に提示し、経営管
理実施権配分計画に添付された経費の見積額及び実行経費により算出する。

（４．留意事項）
○　伐採等に要した経費の実費が（３．伐採等に要する経費の算定方法）により算定された経費の額を上回る場合につい
ては、その差額は丙が負担するものとする。

皆野町金沢塩入 1605-3 45 96ｴ

皆野町金沢塩入 1615 45 102
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23ｱ451391皆野町金沢日陰勝負沢

49ｲ451479皆野町金沢草刈場

49ｱ451479皆野町金沢草刈場

49ｳ451478-2皆野町金沢草刈場

49ｳ451478-1皆野町金沢草刈場

23ｳ451395-1皆野町金沢日陰勝負沢

11451465皆野町金沢日陰勝負沢

16ｵ451449-2皆野町金沢日陰勝負沢

1449-1皆野町金沢日陰勝負沢

16ｳ451449-1皆野町金沢日陰勝負沢

16ｲ451448皆野町金沢日陰勝負沢

45 16ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1449-1 45 16ｶ

23ｲ451392-1皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢 1427-3 45 30ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1428 45 30ｵ

皆野町金沢日陰勝負沢 1431 45 30ｱ

16ｱ451443皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢日陰勝負沢 1420 45 38ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-1 45 12ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-1 45 12ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-1 45 12ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1423-2 45 12ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1427-1 45 30ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1427-2 45 30ｳ

1409 45 32ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1410 45 32ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1411 45 33ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1412 45 33ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1413 45 33ｳ

1613 45 101

皆野町金沢塩入 1622-1 45 109ｱ

皆野町金沢塩入 1622-1 45 109ｲ

皆野町金沢塩入 1622-1 45 109ｴ

皆野町金沢塩入 1622-2 45 109ｳ

皆野町金沢塩入 1623 45 110

皆野町金沢日陰勝負沢

別添３　丙が甲にＤを支払うべき時期、相手方及び方法

対象森林 丙が甲にＤを支払うべき時期、相手方及び方法

所在 地番 林班 小班 ＜時期＞
　○　丙から甲に対するＤの支払について、伐採後、木材の販売収入額が確定後速やかに行うものとする。

＜相手方及び方法＞
　○　次の支払先に支払うものとする。
　　　（支払先）　甲の指定する口座

皆野町金沢塩入
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皆野町金沢塩入 1533-1 45 93ｲ

皆野町金沢塩入 1534 45 93ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1467 45 37ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1468 45 37ｲ

皆野町金沢草刈場 1506 45 44ｳ

皆野町金沢塩入 1532-1 45 93ｱ

皆野町金沢塩入 1540 45 84ｱ

皆野町金沢塩入 1541 45 84ｲ

皆野町金沢塩入 1544 45 85ｳ

皆野町金沢塩入 1545 45 85ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1416 45 35ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢

皆野町金沢塩入 1537 45 85ｱ

皆野町金沢塩入 1537 45 85ｲ

＜時期＞
　○　丙から甲に対するＤの支払について、伐採後、木材の販売収入額が確定後速やかに行うものとする。

＜相手方及び方法＞
　○　次の支払先に支払うものとする。
　　　（支払先）　甲の指定する口座

1417-1 45 35ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1417-2 45 35ｳ

皆野町金沢塩入 1526 45 80ｱ

皆野町金沢塩入 1526 45 80ｲ

皆野町金沢塩入 1527 45 81

皆野町金沢草刈場 1486 45 56ｱ

皆野町金沢草刈場 1486 45 56ｲ

皆野町金沢草刈場 1487 45 57

皆野町金沢草刈場 1488-1 45 58ｱ

皆野町金沢草刈場 1488-1 45 58ｲ

皆野町金沢草刈場 1488-2 45 58ｳ

皆野町金沢草刈場 1489 45 59

皆野町金沢草刈場 1491 45 61

皆野町金沢草刈場 1492 45 62

皆野町金沢草刈場 1493 45 63ｱ

皆野町金沢草刈場 1493 45 63ｲ

皆野町金沢草刈場 1494 45 65

皆野町金沢草刈場 1495-1 45 64ｱ

皆野町金沢草刈場 1495-1 45 64ｲ

皆野町金沢草刈場 1495-2 45 64ｳ

皆野町金沢草刈場 1496 45 55

皆野町金沢草刈場 1502 45 47ｱ

皆野町金沢草刈場 1502 45 47ｲ

皆野町金沢草刈場 1507 45 44ｴ

皆野町金沢草刈場 1507 45 44ｵ

皆野町金沢草刈場 1510 45 45

皆野町金沢草刈場 1511 45 70ｱ
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皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1464 45 10

皆野町金沢草刈場 1469-1 45 41ｱ

皆野町金沢草刈場 1469-2 45 41ｲ

1618 45 107

皆野町金沢日陰勝負沢 1461 45 7

皆野町金沢日陰勝負沢 1462 45 8

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1463 45 9ｲ

皆野町金沢塩入

1599 45 90ｲ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｱ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｲ

＜時期＞
　○　丙から甲に対するＤの支払について、伐採後、木材の販売収入額が確定後速やかに行うものとする。

＜相手方及び方法＞
　○　次の支払先に支払うものとする。
　　　（支払先）　甲の指定する口座

皆野町金沢草刈場 1512 45 70ｲ

皆野町金沢草刈場 1513 45 70ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1432 45 14ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1432 45 14ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1432 45 14ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1433 45 26ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1433 45 26ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1434-1 45 26ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1434-2 45 26ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1451 45 15ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1451 45 15ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1452 45 4ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1452 45 4ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1453-1 45 3ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1453-1 45 3ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1453-1 45 3ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1435-1 45 25

皆野町金沢日陰勝負沢 1437 45 21

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｱ

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｲ

皆野町金沢草刈場 1519 45 73ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1457-1 45 5

皆野町金沢日陰勝負沢 1459-1 45 6ｱ

皆野町金沢塩入 1604 45 95ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1459-1 45 6ｲ

皆野町金沢塩入 1597 45 87ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1460 45 6ｳ

皆野町金沢塩入 1599 45 90ｱ

皆野町金沢塩入

26/27



皆野町金沢塩入 1605-1 45 96ｲ

皆野町金沢塩入 1605-2 45 96ｳ

皆野町金沢塩入 1605-3 45 96ｴ

皆野町金沢塩入 1615 45 102

皆野町金沢草刈場

皆野町金沢塩入 1605-1 45 96ｱ

1474 45 39ｳ

皆野町金沢草刈場 1497

1499 45 67ｲ皆野町金沢草刈場

皆野町金沢塩入 1536

皆野町金沢草刈場 1474 45 39ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1456-1 45 3ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1456-1 45 3ｵ

皆野町金沢塩入 1530 45 83

皆野町金沢草刈場 1474 45 39ｱ

45 95ｴ

皆野町金沢草刈場 1470 45 41ｴ

皆野町金沢日陰勝負沢 1421-1 45 36ｱ

皆野町金沢日陰勝負沢 1421-2 45 36ｲ

皆野町金沢日陰勝負沢 1395-2 45 23ｳ

皆野町金沢日陰勝負沢 1429 45 29

45 66ｱ

皆野町金沢草刈場 1498 45 66ｲ

皆野町金沢草刈場 1499 45 67ｱ

皆野町金沢草刈場 1470 45 41ｳ

＜時期＞
　○　丙から甲に対するＤの支払について、伐採後、木材の販売収入額が確定後速やかに行うものとする。

＜相手方及び方法＞
　○　次の支払先に支払うものとする。
　　　（支払先）　甲の指定する口座
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